
改 正 後 改 正 前

措置法第３３条の４ （（収用交換等の場 措置法第３３条の４ （（収用交換等の場

合の譲渡所得等の特別控除）） 関係 合の譲渡所得等の特別控除））関係

（「許可を要しないこととなった場合」等の意義） （「許可を要しないこととなった場合」等の意義）

３３の４－２の２ ・・・・・・・・・・。 ３３の４－２の２ ・・・・・・・・・・。

(1)・・・・・・・・・・。 (1)・・・・・・・・・・。

(2)・・・・・・、都市基盤整備公団、・・・・・・。 (2)・・・・・・、住宅・都市整備公団、・・・・・・。

措置法第３４条 （（特定土地区画整理事 措置法第３４条 （（特定土地区画整理事

業等のために土地等を譲渡した場合 業等のために土地等を譲渡した場合

の譲渡所得の特別控除）） 関係 の譲渡所得の特別控除）） 関係

（特定土地区画整理事業の施行者と買取りをする者の関係） （特定土地区画整理事業の施行者と買取りをする者の関係）

３４－１ ・・・・・・・・・・。 ３４－１ ・・・・・・・・・・。

(1)・・・・・・、都市基盤整備公団、・・・・・・。 (1)・・・・・・、住宅・都市整備公団、・・・・・・。

(2)・・・・・・、都市基盤整備公団、・・・・・・。 (2)・・・・・・、住宅・都市整備公団、・・・・・・。

(3)・・・・・・・・・・。 (3)・・・・・・・・・・。

（宅地の造成を主たる目的とするものかどうかの判定） （宅地の造成を主たる目的とするものかどうかの判定）

３４－１の２ ・・・・・・地方公共団体及び都市基盤整備公団以外の者・・ ３４－１の２ ・・・・・・地方公共団体及び住宅・都市整備公団以外の者・

・・・・。 ・・・・・。
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改 正 後 改 正 前

措置法第３４条の２ （（特定住宅地造成 措置法第３４条の２ （（特定住宅地造成

事業等のために土地等を譲渡した場 事業等のために土地等を譲渡した場

合の譲渡所得の特別控除）） 関係 合の譲渡所得の特別控除）） 関係

（収用対償地の買取りに係る契約方式） （収用対償地の買取りに係る契約方式）

３４の２－５ ・・・・・・（以下この項及び ３４の２－２４において「代替地」 ３４の２－５ ・・・・・・（以下この項及び３４の２－２６において「代替地」

という。）・・・・・・以下この項及び ３４の２－２４において同じ。）を行 という。）・・・・・・以下この項及び ３４の２－２６において同じ。）を行

う者をいう。以下この項及び３４の２－２４において同じ。）に買い取られる う者をいう。以下この項及び３４の２－２６において同じ。）に買い取られる

場合は、・・・・・・。 場合は、・・・・・・。

(1)・・・・・・（以下この項及び ３４の２－２４において「事業用地」とい (1)・・・・・・（以下この項及び３４の２－２６において「事業用地」とい

う。）・・・・・・ う。）・・・・・・

(2)・・・・・・・・ (2)・・・・・・・・

（優先分譲宅地等がある場合の適用関係） （優先分譲宅地等がある場合の適用関係）

３４の２－１１ ・・・・・・（以下 ３４の２－１８までにおいて「宅地造成等事業」 ３４の２－１１ ・・・・・・（以下３４の２－２１までにおいて「宅地造成等事業」

という。）・・・・・・。 という。）・・・・・・。

（削 除） （国土利用計画法の許可等を要しない場合の不適用）

３４の２－１７ 国土利用計画法第１４条第２項（（土地に関する権利の移転等の許

可））又は第２３条第２項（（土地に関する権利の移転又は設定後における利用

目的等の届出））若しくは第２７条の４第２項（（注視区域における土地に関す

る権利の移転等の届出））（第 ２７条の７第１項（（監視区域における土地に関

する権利の移転等の届出））において準用する場合を含む。）の規定により

同法第１４条第１項に規定する都道府県知事の許可又は第２３条第１項若しく

は第２７条の４第１項（第２７条の７第１項において準用する場合を含む。）

に規定する都道府県知事への届出が必要とされていない売買契約に基づき

譲渡した土地等については、措置法第３４条の２第２項第３号の規定の適用

はないことに留意する。
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改 正 後 改 正 前

（削 除） （国土利用計画法の許可を受けて買い取られる場合）

３４の２－１８ 措置法第３４条の２第２項第３号に規定する「国土利用計画法第

１４条第１項の規定による許可を受けて買い取られる場合」とは、土地等が

同項の規定による許可を受けた後において当該許可に係る内容に従って締

結した売買契約に基づいて買い取られる場合をいうことに留意する。した

がって、国土利用計画法第１４条第１項の許可の内容と異なる事項を約した

売買契約（その契約価額が当該許可に係る予定対価の額未満である売買契

約を除く。）に基づいて買い取られた土地等に係る譲渡所得については、

たとえ当該譲渡所得に係る確定申告書に措置法規則第１７条の２第１項第３

号ハ(1)に規定する書類の添付がある場合であっても、措置法第３４条の２第

１項の規定の適用はない。

（削 除） （国土利用計画法の届出をして買い取られる場合）

３４の２－１９ 措置法第３４条の２第２項第３号に規定する「国土利用計画法…

……第２７条の４第１項（第２７条の７第１項において準用する場合を含む。）

の規定による届出をして買い取られる場合」とは、同法第２７条の４第１項

（第２７条の７第１項において準用する場合を含む。）の規定による届出を

した日から起算して６週間を経過した日（同日前に都道府県知事から同法

第２７条の５第３項（第２７条の８第２項において準用する場合を含む。）

（（勧告））に規定する勧告をしない旨の通知を受けた場合には、当該通知を

受けた日）以後において当該届出に係る内容に従って締結した売買契約に

基づいて買い取られる場合をいうことに留意する。したがって、次に掲げ

る売買契約に基づいて買い取られた土地等に係る譲渡所得については、た

とえ当該譲渡所得に係る確定申告書に措置法規則第１７条の２第１項第３号

ハ(2)に規定する書類の添付がある場合であっても、措置法第３４条の２第１

項の規定の適用はない。

(1) 当該届出をした日から起算して６週間を経過した日の前日までの間に

締結した売買契約

(2) 当該届出の内容と異なる事項を約した売買契約（その買取り価額が当
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改 正 後 改 正 前

該届出に係る予定対価の額未満である売買契約を除く。）

（措置法第３１条の２との適用関係） （措置法第３１条の２との適用関係）

３４の２－１７ ・・・・・・・・・・。 ３４の２－２０ ・・・・・・・・・・。

（２以上の年に譲渡している場合の措置法第３１条の２との適用関係） （２以上の年に譲渡している場合の措置法第３１条の２との適用関係）

３４の２－１８ ・・・・・・・・・・。 ３４の２－２１ ・・・・・・・・・・。

（２以上の年に譲渡している場合の措置法第３４条との適用関係） （２以上の年に譲渡している場合の措置法第３４条との適用関係）

３４の２－１９ 措置法第３４条の２第２項第１号、第４号、第６号から第９号ま ３４の２－２１の２ 措置法第３４条の２第２項第１号、第４号、第６号、第７号

での規定に該当する買取りが行われた場合において、・・・・。 又は第８号の規定に該当する買取りが行われた場合において、・・・・。

（「公共用施設」の範囲） （「公共用施設」の範囲）

３４の２－２０ ・・・・・・・・・・。 ３４の２－２２ ・・・・・・・・・・。

（事業の区域の面積判定） （事業の区域の面積判定）

３４の２－２１ ・・・・・・・・・・。 ３４の２－２３ ・・・・・・・・・・。

（特例の適用対象となる「特定商業集積を構成する施設を設置する事業」の （特例の適用対象となる「特定商業集積を構成する施設を設置する事業」の

範囲） 範囲）

３４の２－２２ ・・・・・・・・・・。 ３４の２－２４ ・・・・・・・・・・。

(1)・・・・・・・・・・。 (1)・・・・・・・・・・。

(2)・・・・・・中小企業総合事業団法第２１条第１項・・・・・・。 (2)・・・・・・中小企業事業団法第２１条第１項・・・・・・。
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改 正 後 改 正 前

（一の事業の判定） （一の事業の判定）

３４の２－２３ ・・・・・・・・・・。 ３４の２－２５ ・・・・・・・・・・。

（収用対償地の事業概念） （収用対償地の事業概念）

３４の２－２４ ・・・・・・・・・・。 ３４の２－２６ ・・・・・・・・・・。

（特定住宅地造成事業等の証明書の区分一覧表） （特定住宅地造成事業等の証明書の区分一覧表）

３４の２－２５ ・・・・・・・・・・。 ３４の２－２７ ・・・・・・・・・・。

措置法第３５条 （（居住用財産の譲渡所 措置法第３５条 （（居住用財産の譲渡所

得の特別控除）） 関係 得の特別控除）） 関係

（居住用家屋の所有者と土地の所有者が異なる場合の特別控除の取扱い） （居住用家屋の所有者と土地の所有者が異なる場合の特別控除の取扱い）

３５－１ ・・・・・・・・・・、第３７条の６（（特定の交換分合により土地等 ３５－１ ・・・・・・・・・・、第３７条の６（（特定の交換分合により土地等

を取得した場合の課税の特例））、第３７条の７（（大規模な住宅地等造成事業 を取得した場合の課税の特例））若しくは第３７条の７（（大規模な住宅地等造

の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の譲渡所得の課税 成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の譲渡所得

の特例））若しくは第３７条の９の２（（認定事業用地適正化計画の事業用地の の課税の特例））の規定の適用を受ける場合には、当該譲渡については同項

区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例））の規定の適 の規定の適用はないが、・・・・・・・・・・。

用を受ける場合には、当該譲渡については同項の規定の適用はないが、・

・・・・・・・・・。

（注）１ ・・・・・・・・・・。 （注）１ ・・・・・・・・・・。

２ ・・・・・・・・・・。 ２ ・・・・・・・・・・。
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